
令和２年度食品衛生月間実施要領 

 

第１ 目的                                  

食品の衛生管理を徹底し、食中毒の発生を防止するため、食品関係営業者及び

消費者に対し、食品衛生思想の普及啓発、食品の安全性に関する情報提供及びリ

スクコミュニケーションの推進を図る。 

 

第２ 実施期間                                

令和２年８月１日（土）から８月31日（月）までの１か月間 

 

第３ 実施方法                                

県民くらしの安全課、各保健所、食肉衛生検査所及び環境保健研究センターは、

市町村及び一般社団法人岩手県食品衛生協会等関係団体と連携して、次の事項を

実施する。 

１ 県民くらしの安全課 

(1) 食中毒予防リーフレットの作成及び関係機関への配付 

(2) 県ホームページ及び県政テレビ番組を利用した広報活動 

(3) 報道機関等への情報及び資料の提供 

(4) 県民、食品等事業者、行政等が参加するリスクコミュニケーションの実施 

２ 保健所 

(1) 各種広報媒体（地元新聞、市町村広報紙等）を利用した広報活動 

(2) 食中毒予防リーフレットの配付 

(3) 食品衛生監視員及び食品安全サポーターによる監視指導の強化及び食品衛

生思想の普及 

(4) 営業者及び消費者に対する講習会の実施 

(5) 地域の実情に応じた、次の行事等の実施 

ア 食品衛生パレード等による広報活動 

イ 消費者による一日食品衛生監視員 

ウ 臨時食品衛生相談室の開設 

エ 営業者及び消費者による食品取扱施設見学 

オ 消費者等の参加による懇話会、意見交換会、連絡協議会等 

３ 食肉衛生検査所及び環境保健研究センターは、食中毒の発生を防止するための

関連事業の実施に努めること。 

４ 実施にあたっては、「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マ

スクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策等、

新型コロナウイルス感染症防止に最大限配慮した上で、適切に実施すること。 

 

第４ 報告                                  

各保健所は、実施結果を別添報告書により、令和２年９月18日（金）までに県

民くらしの安全課あて報告すること。 



なお、食肉衛生検査所及び環境保健研究センターは、事業を実施した場合は、

実施結果を、別添報告書に準じた事項について、令和２年９月18日（金）までに

県民くらしの安全課あて報告すること（様式自由）。 


